
・学校管理下で活動しますので、活 
動中の怪我等の治療費はスポーツ 
振興センターから給付されます。 

・教職員、部活動指導員、地域指導 
者等が連携して指導します。 

・希望する指導者がいない場合は 
活動時間が短くなることがあり 
ます。 

・学校管理下外になりますので、
スポーツ安全保険等に加入して
いただく必要があります。 

・指導者への謝金・消耗品・大会参 
加費・交通費・クラブ運営費等
は、原則受益者負担となります。 

・地域指導者がいない場合は活動
できません。 

・健全な成長のために大切な放課後・

休日の居場所・活動と考えています。 

・部活動の教育的意義を継承します。 
・これまで通り平日は放課後すぐに三木 

中学校や町内施設等で活動します。 
・三木中学校の生徒で組織され、学校生活

と認定地域クラブ活動はつながります。 
・生徒たちが切磋琢磨する活気のある学

校の雰囲気を大切にします。 

地域と連携した部活動

かわらないこと

認定地域クラブ活動
・部活動は、スポーツ庁・文

化庁・三木町教育委員会の
要件に従って三木町(三木
町地域部活動運営協議会)
が運営・実施する認定地域
クラブになります。 

・地域の方・保護者・兼職兼 
業を許可された希望する教
職員が「地域指導者」となり
生徒の指導を行います。 

～令和 13 年度 
    (予定) 

令和 14 年度～ 
(予定) 


